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区長の専決処分事項の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、区長に

おいて専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(１) 議会の議決を得た契約に係る当該契約金額の１００分の１０以内の増減

(２) 区が提起する訴えで、その訴訟の目的の価額が３００万円以下のもの

(３) 区が当事者である和解で、その目的の価額が３００万円以下のもの

(４) 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が３００万円以下の

もの

附 則

１ この専決処分事項の指定は、平成２９年４月１日から適用する。

２ 訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について（昭和３

７年３月３１日区議会議決）及び議会の議決を得た契約に関する区長の専決処分

について（昭和５５年５月３１日区議会議決）は、廃止する。

（提案理由）

地方自治法第１８０条第１項の規定により、区長において専決処分することがで

きる事項の指定について、指定内容を改める必要がある。


